きずな大会発言　
2006/6/25 合田享子

　今まで組合員の皆さんの前で話しをすることを阻止されていましたが、組合員の権利停止を撤回されましたので直接皆さんにお話をできることになりました。

　私は2004年4月に解雇されました。この事件は、労働者、特に臨時やパートなどの不安定雇用の労働者を守るという「きずな」の理念に反し、「きずな」という組合の存在理由に関わるので、私は解雇撤回を求めて同年10月、提訴しました。

　この「きずな」裁判は、今年4月18日、被告きずなが私の請求を認諾(認めるという字に承諾の諾です)し、裁判は私の完全勝利で終わりました。

　この請求の「認諾」とは聞きなれないのですが、和解とは全く違います。和解というのは、原告と被告双方が互いに歩み寄って解決を図るものですが、認諾とは、被告が原告の請求を認めることです。提訴の時の請求自体を「きずな」幹部はそのまま認めた、ということで判決と同じ効力を持ちます。

　お蔭様で6月22日から仕事に復帰し以前のように「きずな」の事務所で働いております。裁判で「きずな」は財政的にも私を解雇する必要はなかったことが証明されましたが、組合財政が潤沢ではないことは事実ですので、私も組合員として、組合財政の厳しさを分かち合わなければならないと思い、以前より時給を減らし、労働時間も短く致しました。

　

　私は今回の解雇事件について、次のように考えています。

1. 雇用関係について
　　この裁判の中で、「きずな」は私との関係を雇用契約ではなく準委任契約だとし、パート職員を理由なくいつでも「契約解除」してよいものだと主張してきました。この主張には多くの市民、労働者、そしてこの「きずな」の上部団体である愛労連傘下の組合関係者からも強い非難の声が高まりました。

　「きずな」は私が提出した「就労証明書」や「労働保険加入書」などの証拠に一切反論できませんでした。「きずな」の主張は私が請求した「労働者としての地位」確認の請求を認諾したことによって、撤回されました。
2. 「きずな」が当初解雇理由にあげた「財政状況の悪化」については、私を解雇しなければならなかった状況では決してなかったことが、裁判を通して明らか
になりました。また、年度ごとの決算書に数字の連続性がなく、返済された借入金がきずな共済会会計に入っていないなどのズサンな「きずな」の経理は、組合への信頼を失わせかねない重大な問題です。(ビラ示す)→例えば、2001/9/1から2002/4/30の間に組合は共済会に97万5134円も返済しています。そんなに返済したのに、議案報告では、きずな共済会の方へは4000円ほどしか返っていない。97万5134円返したのなら、その額が減りますよね。なのに4000円ほどしか減っていない。

　　これ、どういうことですか、きずな共済会へ実際はいくら返して、今現在、いくら借りているんですかって裁判で準備書面で聞いたんですけど、きずな幹部の返事はまったくありませんでした。ないままです。きずな共済会の決算書、そちらの方を初めから現在まで見せて下さい、と裁判で要請したのですが、やはり見せません、見せないままです。で、裁判、終わってしまいました。
　このようではいけない、みなさんのお金をまわしてやっていることです。直ちに組合幹部は不明点を洗い直し、正確なものに訂正し、全組合員に報告し、謝罪する必要があります。

3. 「きずな」側は私の勤務態度について様々な悪口をのべましたが、まったく証

拠がなく、裁判における私の反論に再反論もしませんでした。不当に私を傷つけたことについて「きずな」側は私に深く謝罪をすること。

　例えば、大竹信彦さんが書いた陳述書にある、勤務時間を誤魔化して賃金を得て、組合員に背信行為を行っているという主張は全くの虚偽です。
　大竹信彦さんは、私が午後4時30分までの勤務時間をごまかして4時に帰っていたと主張しますが、私は10時から16時15分までの勤務で、45分休憩でした。そのことは、大竹信彦さんはよく知っており、2004年3月8日付就労証明書に勤務は「10時から16時15分(勤務時間5.5時間)」と彼自身が記入しています。

　このこと一つをとってみても、大竹陳述書がウソとでっち上げに満ちたものであるということは明らかであります。

　労働組合の専従ともあろう人物がこのように、公の文書にウソやでっち上げをちりばめ、書き連ねる行為をすることは、「きずな」だけではなく、労働組合全体の信用と品性を貶めるもので見逃すわけにはいきません。大竹さんは私に謝罪して下さい。
　さらに、大竹さんは、2004年3月6日、尾西支部会議、組合員の集まりにおいて、「合田さんは事務所から組合員リストを盗んで持ち出した」と発言しましたが、私は盗んでおりません。これも重大な名誉毀損です。大竹さんは、私に謝罪して下さい。

4. 組合規約の順守について

2004年12月、きずな中央委員会は、提訴したことを主理由に組合員としての

権利をいきなりすべて停止しましたが、この措置は「きずな」の規約条文にある「弁明または上級機関に提訴する権利」を奪うという規約に反する不当なものです。このような措置を決定したことは組合民主主義を否定するものです。中央委員会は自らの規約になぜ違反したのか、私の弁明や上級機関への提訴要求をなぜ無視し続けたのか、この措置の不当性を総括し、私に謝罪し、全組合員に対し説明して下さい。

　また、不当な解雇事件を起こし、その裁判費用を組合財政から支出したことは大きな問題です。本来組合員のために使うべき組合費を全面的に認諾し敗訴した裁判に使ったことは不正な支出にあたります。解雇を強行した三役執行部はその責任を明らかにすべきです。 

5. 関係団体等への正確な情報の周知について
　愛労連を始め、関係団体諸団体には今回の事態を正確にお知らせする義務があります。「きずな」機関紙などでの説明では、「認諾」とは一体どういう意味をもつのか、正確に書かれていません。まず「認諾」の正しい説明は不可欠です。
　その上で、事件、裁判との関係できずな幹部が文書を配布した愛労連幹事会構成団体及びその他、きずな幹部が一方的に説明をしてきた、団体や個人に事実を明らかにして下さい。

　

　また「きずな」幹部は、「合田さんを支える会」賛同者へ「抗議文」やきずなの見解文書なるものを、賛同者の所属団体や勤務先、ご自宅に一方的に送付しました。この行為は不適切で礼を失したものでした。「きずな」が私の請求を認諾した以上、これらの文書も撤回する必要があります。
　解雇事件と裁判のまともな総括と謝罪は民主団体を標榜する「きずな」に不可欠なことです。過ちと責任を明確にしない限り、失った「きずな」の組合内外の信頼を回復できるとは思えません。きずな幹部が速やかに総括と謝罪を行うよう要求します。過ちと責任の所在を明らかにして下さい。

　現在、私は以前と同じ仕事をすることになっていますが、共済会の仕事や財政の仕事もしたいと思っています。

　私は社会保険労務士の仕事をしていました。また、少しだけ経理の知識があります。財政難の中、せっかく雇ってもらっているのですから、経理関係の仕事を通して問題点を究明し、財政管理を改善したいと思っています。
　長くなりましたが、認諾と復職の実現で、きずなの「1人の解雇も許さない」という素敵なスローガンが上辺だけのものではないことが明らかになって、良かったと思っています。今回の裁判で、とても多くの人が、応援をして下さいました。現在も私の傍にいて下さっています。

　その方たちだけでなく、多くの人たちが「きずな」を見ています。労働組合の発展のためには組合員だけでなく、組合以外の人々にも支持や共感を得る必要があります。組合員がそれで良ければそれでいいのではなく、大事なのは、社会が世間が「きずな」をどう見ているか、だと思います。「きずな」が発展していくように、みなさんとこれからも一緒にがんばらせて下さい。ありがとうございました。


　

